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指定小児慢性特定疾病医療機関の指定

児童福祉法第１９条の９

保健所 保健医療薬務課

３０日～６０日程度

１．堺市内に所在する以下の医療機関等であること
　(1) 病院及び診療所
　　　健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関であり、標榜
　　課が示されていること。また、専門医師の配置、設備の状況からみ
　　て、小児慢性特定疾病医療支援の実施に当たり、十分な能力を有する
　　医療機関であること
　(2) 薬局
　　　健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局であること
　(3) 訪問看護ステーション
　　　健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が行う事業
　　所であること

２．児童福祉法第19条の9第2項に定める欠格事項に該当しないこと。

（「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について」平成26年12月11日雇
児母発1211第1号）


